
令和３年４月１日以後開始連結事業年度等分 

連結申告用 

 

【№３】当連結事業年度に適用される別

表を使用していますか。 

【№41】資産の譲渡に

係る連結所得の特別

控除制度の適用を受

ける場合、連結グルー

プ内における同一暦

年での連結所得の特

別控除額の合計額が

5,000万円を超えてい

ませんか（48～51欄）。 


